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大崎市国土強靱化地域計画（第２期）について

１ 第２期計画 策定の目的

・国の動きとして：令和５年７月に新たな基本計画として変更

（国の計画等の指針の改正に基づくもの）

・県の動きとして：第３期地域計画を策定（令和７年３月改定・予定）

↓

これらを踏まえ，本市の動きとして･･･

・国，県の改定と調和を図ることを前提に，令和２年度から令和６年度までの

５年間の計画終了を踏まえ，今年度中の計画改定が必要

・気候変動の影響が顕在化してきているため，継続的・安定的な防災減災，国

土強靱化の取り組みが必要（大雨災害の被害あり）

・近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等も踏まえて本計

画を見直し，平時から持続的な取り組みを展開するもの

２ 第２期計画と第１期計画との違い

３ 改定作業内容，第２期計画で取り組む新規事項等

〈実績・検証〉◇各種関連事業の総事業費，進捗状況等の実績を確認

◇達成度，今後の課題等を踏まえた施策分野別指標の検証を実施

第２期 計画 ① 第１期 計画 ② ① － ②

(1) 事前に備えるべき目標 ６項目 ８項目 ２項目 減

(2) リスクシナリオ ２５項目 ２４項目 １項目 増

(3) 脆弱性の評価結果

推進方針
１７６項目 １５０項目 26 項目 増

うち，新規項目

･地域防災力の強化

･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ等新技術の活用

･社会情勢の変化

･近年の災害からの知見

うち，計 ５８項目

(4) 施策分野別指標 ５１項目 ２６項目 25 項目 増
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〈更 新〉◇国，県との調和を図りながら，事前に備えるべき目標，リスクシナリオ

を更新

◇第１期計画から５年の経過により，また第２期計画に基づくものとして，

脆弱性評価結果，施策分野別推進方針を更新

◇第２期計画へ向け，各種関連事業，個別計画等の更新

〈変 更〉◇各種様式，図式等の変更

◇記載内容の変更

〈新 規〉◇脆弱性評価結果，施策分野別推進方針に追加する主要事項として，次の

ものを追加

〈①～④までの各テーマは次のとおり〉

① 地域における防災力の一層の強化

・自主防災組織の連合化，防災訓練の実施，防災士による防災講話等

・緊急初動隊の機能強化へ向けた研修等

・実災害の経験から踏まえた防災力の強化（特定都市河川関係含む）

・新庁舎等を含めた防災拠点施設の取扱い

・民間，自治体との災害支援協定等の締結

・避難確保計画に基づく防災訓練の実施，要配慮者の個別避難計画の作成

・消防団の機能強化（機能別消防団等）及び団員増，資機材の充実

・市民病院の広域連携による医療体制整備

・外国人も含めた格差のない情報発信・伝達

・地域特性を踏まえた教育機関や地域産業との連携

・高齢者や障がい者等の要配慮者へのデジタル対応を含めた支援

・防災・SDGｓとの協調性，関連性について

・男女共同参画による女性の視点に立った防災対応

・地域の貴重な文化財を守る防災防犯対策

⇒ これらを各脆弱性評価結果，施策分野別推進方針へ盛り込み（３６項目分）

② デジタル等新技術の活用

・総合防災情報システムの活用（情報共有，災害対策本部の運用，操作研修）

・防災行政無線等の防災関連システムの活用

・停電時の電源及び通信手段の確保

・大崎市ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した情報連絡体制の構築

・避難所への避難の際のマイナンバーを活用した支援アプリの導入

⇒ これらを各脆弱性評価結果，施策分野別推進方針へ盛り込み（９項目分）

① 地域における防災力の一層の強化 ② デジタル等新技術の活用

③ 社会情勢の変化 ④ 近年の災害からの知見
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③ 社会情勢の変化

・気候変動による大雨の頻発化への対応

（車両避難等）

・気候変動による大雨の頻発化に伴う地域づくり

（特定都市河川指定による総合的な流域治水への取り組み）

・頻発化する災害への対応として，民間企業や福祉施設等との協定締結の拡大

・避難者の多様なニーズに合わせた備蓄品目の導入

（コロナ禍の「新しい生活様式」）

⇒ これらを各脆弱性評価結果，施策分野別推進方針へ盛り込み（５項目分）

④ 近年の災害からの知見

・令和元年東日本台風災害後の治水対策である「流域治水」の推進

・令和４年７月大雨災害時の住民への対応（避難時の情報伝達等）

・能登半島地震による課題への対応

（避難所運営（感染症対策，避難スペース），土砂災害による孤立集落の

発生，消防団の環境整備）

⇒ これらを各脆弱性評価結果，施策分野別推進方針へ盛り込み（８項目分）

◇施策分野別指標の新規追加，検証機能の強化

・施策分野別指標を新規追加

・ＰＤＣＡサイクルでの管理体制を拡充

４ 国土強靱化地域計画（第２期）に係る「基本目標」「事前に備えるべき目標」

「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」について

・災害が発生した際に実施，確保すべき基本目標： ４項目 設定

・基本目標を達成するための事前に備えるべき目標：６項目 設定

⇒ 各項目の内容は，国及び県の計画と調和を図った策定とするため，

どちらも，国及び県と同内容に設定

（１）基本目標

① 人命の保護が最大限図られる

② 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

④ 迅速な復旧復興

（２）事前に備えるべき目標

① あらゆる自然災害に対し，直接死を最大限防ぐ

② 救助・救急，医療活動が迅速に行われるとともに，被災者等の健康・避難生活環境

を確実に確保することにより，関連死を最大限防ぐ

③ 必要不可欠な行政機能を確保する

④ 経済活動を機能不全に陥らせない
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⑤ 情報通信サービス，電力供給ネットワーク，上下水道施設，燃料供給関連施設，交

通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに，早期に復旧させる（孤立地

域の早期解消を含む）

⑥ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する

（３）起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）

・令和５年７月に改定した「国基本計画」と調和を図るように

⇒ 県地域計画（第３期 ※策定中）：２７のリスクシナリオを設定

⇒ 本市地域計画 （第２期） ：県のリスクシナリオを参考しながら，

２５のリスクシナリオを設定

基本目標 事前に備えるべき目標
起きてはならない最悪の事態

（リスクシナリオ）

１ 人命の保護

が最大限図ら

れる

２ 市及び社会

の重要な機能

が致命的な障

害を受けず維

持される

３ 市民の財産

及び公共施設

に係る被害が

最小化される

４ 迅速な復旧

復興が図られ

る

１ あらゆる自然災害に対

し，直接死を最大限防ぐ

１-１ 地震による住宅・建築物等の倒壊や火

災による死傷者の発生

１-２ 異常気象等による広域かつ長期的な

市街地・集落等の浸水等による死傷者・行

方不明者の発生

１-３ 大規模な火山噴火・土砂災害，暴風雪

や豪雪等による多数の死傷者の発生

２ 救助・救急，医療活動が

迅速に行われるとともに，

被災者等の健康・避難生活

環境を確実に確保すること

により，関連死を最大限防

ぐ

２-１ 自衛隊，警察，消防等の被災等による

救助・救急活動等の絶対的不足

２-２ 医療施設及び関係者の絶対的不足・被

災，支援ルートの途絶，エネルギー供給の

途絶による医療機能の麻痺

２-３ 孤立地域の同時多発や，劣悪な避難生

活環境，不十分な健康管理による多数の被

災者の健康状態の悪化，死者の発生(新規)

２-４ 被災地での食料・飲料水等，生命に関

わる物資供給の長期停止

２-５ 想定を超える大量の帰宅困難者の発

生，混乱(新規)

２-６ 被災地における疫病・感染症等の大規

模発生

３ 必要不可欠な行政機能を

確保する

３-１ 行政機関の職員・施設等の被災による

機能の大幅な低下

４ 経済活動を機能不全に陥

らせない

４-１ サプライチェーンの寸断等による企

業活動の低下

４-２ 重要な産業施設の損壊，火災，爆発等

に伴う有害物質等の大規模拡散・流出

４-３ 食料等の安定供給の停滞

４-４ 農地・森林等の荒廃による被害の拡大

５ 情報通信サービス，電力

供給ネットワーク，上下水

５-１ デジタルネットワークの麻痺・機能停

止等による被害の拡大（情報サービスが機
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５

５ 取組内容及び施策分野別指標の評価，検証

・本計画を効率的かつ効果的に推進するため，第１期計画で実施した取組内容や施策分

野別指標に基づく数値等の達成状況を評価，検証し，それらを踏まえながら次期計画

での新たな目標値を設定。

・第２期計画では検証機能をさらに強化するため，施策分野別指標を新規追加，ＰＤＣ

Ａサイクルでの管理体制を拡充し，各年度末に推進方針の進捗状況を確認，達成度の

見える化を推進。

・さらに，取組結果を検証したうえで不足事項や課題点を整理，課題点の解決へ向けて

取組内容を再構築しながら改善事項の調整。

・拡充した機能により管理体制を補完し，ＰＤＣＡサイクルを繰り返すことにより，本

計画に基づく取り組みを強化。

※各種事業費の実績報告や施策分野別指標に基づく検証など，防災会議開催時に報告する

こととなる。

道施設，燃料供給関連施設，

交通ネットワーク等の被害

を最小限にとどめるととも

に，早期に復旧させる（孤

立地域の早期解消を含む）

能停止し，情報の収集・伝達ができず避難

行動や救助・支援が遅れる事態 ）

５-２ 電力供給ネットワークや都市ガス供

給・石油・LP ガス等の燃料供給施設等の長

期間にわたる機能の停止

５-３ 上下水道等の長期間にわたる機能停

止

５-４ 公共交通機関の被災や道路の寸断等

による，長期間にわたる交通ネットワーク

機能の停止

６ 社会・経済が迅速かつ従

前より強靱な姿で復興でき

る条件を整備する

６-１ 自然災害後の地域のより良い復興に

向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠

如等により，復興が大幅に遅れ地域が衰退

する事態 (新規)

６-２ 復旧・復興を担う人材等（専門家，コ

ーディネーター，労働者，地域に精通した

技術者等）の不足により復旧・復興が大幅

に遅れる事態

６-３ 大量に発生する災害廃棄物の処理の

停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

６-４ 事業用地の確保，仮設施設等の整備が

進まず復興が大幅に遅れる事態 (新規)

６-５ 長期にわたる孤立地域等の発生，及び

被災者に対する住宅対策や健康支援，地域

コミュニティ形成支援等の遅れにより生

活再建が大幅に遅れる事態

６-６ 貴重な文化財や環境的資産の喪失，地

域コミュニティの崩壊等による有形・無形

の文化の衰退・損失(新規)

６-７ 観光，農産物等に対する風評被害や信

用不安，生産力の回復の遅れ，大量の失

業・倒産等による地域経済への甚大な影響
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６ 計画策定体制

本計画の策定にあたっては，事務局である総務部防災安全課が作業全般を行い，新規事

項の調整については，課長補佐職を中心に検討部会を立ち上げ，部会員の整理を踏まえな

がら設定。

検討部会は，建設部をはじめとした１８の庁内関係課との連携を基本に編成し，内容の

協議，調整に努めた。

７ 市民意見の反映

市民意見の反映につきましてはパブリックコメントを実施予定。実施期間は次のとおり。

【パブリックコメント実施概要】

実施期間：令和７年２月５日（水）から２月２５日（火）まで

【関係する団体等への意見聴取】

対 象：防災会議委員，自主防災組織を予定

８ 改定スケジュール

〈改定作業〉 令和 6年 5月～令和 7年 5月

庁内関係課調整，防災会議委員等からの意見聴取

〈中 間 案〉 令和 6年 12 月～令和 7年 1月まで／計画内容の審議，報告

令和 7年 2月／パブリックコメント

〈最 終 案〉 令和 7年 4月～5月まで／計画内容の審議，報告

〈公 表〉 令和 7年 6月


